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第

二

十

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

有

通

路

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

四

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

有

通

路

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

有

通

路

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

中

「

区

が

」

を

「

江

戸

川

区

が

」

に

改

め

る

。

 

 

第

三

条

第

一

項

中

「

区

長

」

を

「

江

戸

川

区

長

（

以

下

「

区

長

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

三

条

を

第

十

四

条

と

し

、

第

十

条

か

ら

第

十

二

条

ま

で

を

一

条

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

九

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

 

（

沿

道

区

域

に

お

け

る

土

地

等

の

管

理

者

の

損

害

予

防

義

務

）

 

第

十

条

 

区

長

は

、

区

有

通

路

の

構

造

に

及

ぼ

す

べ

き

損

害

を

予

防

し

、

又

は

区

有

通

路

の

交

通

に

及

ぼ

す

べ

き

危

険

を

防

止

す

る

た

め

、

区

有

通

路

に

接

続

す

る

区

域

を

沿

道

区

域

と

し

て

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

前

項

の

沿

道

区

域

の

指

定

の

基

準

に

つ

い

て

は

、

江

戸

川

区

沿

道

区

域

指

定

の

基

準

に

関

す

る

条

例

（

令

和

四

年

 

月

江

戸

川

区

条

例

第

 

号

）

の

例

に

よ

る

。

 

３

 

区

長

は

、

第

一

項

の

沿

道

区

域

を

指

定

し

た

場

合

に

お

い

て

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

区

域

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

 

４

 

沿

道

区

域

内

に

あ

る

土

地

、

竹

木

又

は

工

作

物

の

管

理

者

は

、

そ

の

土

地

、

竹

木

又

は

工

作

物

が

区

有

通

路

の

構

造

に

損

害

を

及

ぼ

し

、

又

は

交

通

に

危

険

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

の

損

害

又

は

危

険

を

防

止

す

る

た

め

の

施

設

の

設

置

そ

の

他

そ

の

損

害

又

は

危

険

を

防

止

す

る

た

め

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

区

有

通

路

に

接

続

す

る

区

域

に

お

け

る

土

地

等

の

管

理

者

に

対

し

、

特

別

区

道

に

接

続

す

る

区

域

に

お

け

る

土

地

等

の

管

理

者

に

課

す

損

害

予

防

義

務

と

同

等

の

義

務

を

課

す

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


